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～農地パトロール（利用状況調査）を実施します！～

農業委員会では、毎年８月に、すべての農地を対象とした「農地パトロール（利用状況調査）」を行っています。

この調査は、農地法の規定に基づいて、農地利用の確認をはじめ、遊休農地の実態把握や発生の防止・解消を図ると

ともに、違反転用の発生防止、早期発見などを目的に実施するものです。

調査は、農業委員および農地利用最適化推進委員が担当地域を巡回（パトロール）し、現地確認（記録や写真撮影など）を

行いますが、必要に応じて、農地に立ち入る場合もありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

さらに、この調査結果に基づき、�遊休農地（または遊休化のおそれがある農地）�と判断した場合には、当該農地の

所有者に対して「利用意向調査」（毎年11月末）を実施します。

過去に実施した利用意向調査において、「自ら買い手や借り手を見つける」、「自ら耕作する」などと回答したにも関わらす、

６カ月が経過しても実行していない所有者などや、６カ月が経過しても回答がない場合には、『農地中間管理機構』と協議

するよう勧告を行います。

この勧告を受けた場合には、対象農地に係る固定資産税の課税における評価の軽減措置が適用されなくなります。

こうしたことからも、高齢や後継者がいない場合など、将来的に農地の管理がむずかしい場合には、農業委員会をはじめ、

お住まいの地区の農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談ください。

なお、農地を適切に管理しないまま放置すると、雑草が繁茂したり、病害虫の発生、有害鳥獣の潜入、繁殖などの要因

となり、周辺農地はもとより生活環境に悪影響をもたらすおそれがあることから、定期的に草刈りや除草を行うなど、

適正に管理するようお願いします。

※『農地中間管理機構』とは、農地の所有者と耕作者の間に入り農地の貸し借りを仲介する公的機関です。
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